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国がつくった従業員の退職金制度です。

8 
退職金は重要です ！

制度化で

信頼関係を

~ 

一 一
中小企業退職金共済制度（略称：中退共制度） は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された

「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。

この制度の運営は、独立行政法人勤労者退職金共済機構（機構）中小企業退職金共済事業本部（中退共） が

当たっています。

＠乱「渾1匹四臣~~·匹

~ 事業主と機構•中退共が契約を結べば、
あとは退職者に直接支払い。

〇 事業主が機構•中退共と退職金共済契約を結びます。後日、従業員ことの共済手帳を送付します。

〇 毎月の掛金を金融機関に納付します。掛金は全額事業主負担です。

〇 事業主は、従業員が退職したときに「退職金共済手帳（請求書）」を従業員に渡します。

〇 従業員の請求に基づいて機構・中退共から退職金が直接支払われます。
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本人の口座へ退職金振込.. 退職者本人が機構・ 中退共へ請求

退職金共済手帳
（請求書）



条件を満たしている中小企業であれば
どなたでも加入できます。

常用従業員数 資本金•出資金

300人以下棗3億円以下
は

サービス業

加入できる企業は、業種によって異なります。

常時雇用する従業員には、 1週間の所定労働時間が同じ企業に雇用されている通常の従業員とおおむね同等である者

であって、 ①雇用期間の定めのない者②雇用期間が2か月を超えて雇用される者を含みます。

常時雇用する従業員数または資本金の額 ・出資の総額のいずれかが上記の範囲内であれば加入できます。ただし、資本金または出資金のない

個人企業や、 公益法人等の場合は、常時雇用する従業員数によります。加入後、従業員の増加等により中小企業者でなくなった場合、一定の要件

を備えていれば、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度（企業型）または特定退職金共済制度に退職金相当額を引き継ぐことができます。

従業員は原則として全員加入させてください。

ただし、定年などで短期間内に退職することが明らかな

従 業 員 、 休 職期間中の従業員期間を定めて雇われてい

る従業員等は加入させなくてもよいことになっています。

同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も加入できます。

事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も加入できます。詳しくは P4「Q 加入の手続きを教えて

ください」Oを参照してください。

-

@IHf.~1串闘羹奢童灌・

ご注意（加入できない方）

①事業主および小規模企業共済制度の加入者、原則として法人企業の役員。
②中小企業退職金共済法に基づくr特定業種（建設業・清酒製造業・林業）退職金共済制度」の被共済者。
※社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している従業員は、中退共制度と重複して加入でき
ないごととされています。
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年齢、勤続年数に応じて掛金を選べます。

掛金月額は、次の種類から従業員ことに選択できます。

一5,000円 6,000円 7,000円 8,000円

9,000円 10,000円 12,000円 14,000円

16,000円 18,000円 20,000円 22,000円

24,000円 26,000円 28,000円 30,000円

短時間労働者の方も加入することができます。

短時問労働者は、16種類の掛金月額の他に3種類の特例
掛金月額も選択できます。

fDmD - mmID ＊短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ企業
に雇用される通常の従業員よりも短く、かつ、30時間未
満である従業員をいいます。

加 入申 込先 ~金 融機 関：銀行・信用金應 • 信用組合・労働金庫 ・商工中金

委託事業主団体：労働保険事務組合 ・ 中小企業団体中央会・商工会議所・商工会• 青色申告会・労働基準協会 ・ハイヤー ・

( ~ 翌ている ） タクシー協会 ・社会保険労務土会 ・中小企業勤労者福祉サービスセンター ・税理土協同組合・ TKC企業
共済会等

委託保険会社：取扱先は中退共へお問合せください

関係行政機関 ~ 厚生労働省労働基準局勤労者生活課•都道府県労働福祉主管課 • 都道府県労働局

当機構とは別に、小規模企業の個人事業主・会社等の役員・個人事業主の 独立行政法人中小企業基盤整備機構

共同経営者を対象とした、小規模企業共済制度があります。この制度について 共済相談室 TEL (050) 5541-7171 
は、独立行政法人中小企業基盤整備機構へお問い合わせください。 URL http://www.smrj.go.jp/ 
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O「新規申込書」に記入、押印または署名をして、金融機関、委託事業主団体または委託保険会社に提出していただ

きます。加入後、新たに従業員を採用した場合などは、「追加申込書」を使用してください。 （国扉〗用の申込書
を加入申込先 (P.3参照）の窓口に提出していただきます。）

＠ 短時間労働者が加入する場合は、「労働条件通知書（雇入通知書）」または「労働契約書」のいずれかの写しを添えてください。

R 新規加入の際、常時雇用する従業員数が次の規模以上の場合は「中小企業者であることの証明」が必要になります。

◎一般業種（製造業・建設業等）は250人 ◎卸売業、サービス業は90人 ◎小売業は40人

なお、この証明を必要とする法人企業のうち、資本金の額または出資金の総額が中小企業者の範囲内であれば、現在事項一部

証明書（登記簿抄本）を添えることで中小企業者であることの証明に代えることができます。

〇 事業主と生計を一にする同居の親族が加入する場合、使用従属関係が確認できる書類として、「申込み従業員についての確

認書（チェックシー ト）」「労働条件通知書の写し（ない場合は労働条件確認書）」「賃金の支払いがあることが確認できる

書類（賃金台帳の写し等）」が必要です。詳しくは「同居の親族についてのちらし」をご請求ください。

◎ 平成 26年 4月以後に解散した存続厚生年金基金から中退共制度へ移行の申出ができることとなりました。これに伴い、新

規加入申込時に平成 26年 4月 1日時点での存続厚生年金基金加入の有無等を確認させていただきます。

◎ 申込書提出時に、当該申込書の記載事項等を証明する書類の提出を求める場合があります。

O平成 28年 4月以後に特定退職金共済制度を廃止した団体から中退共制度へ資産移換ができます。

＠ 斗屈臼粛臼紅ー”

望退職金は基本退職金と付加退職金の2本建てです。

〇 掛金の納付が 1年未満の場合は、退職金は支給されません。1年以上 2年未満の場合は掛金相当額を下回る額になります。2年から 3年6

か月では掛金相当額となリます。（これらは長期加入者の退職金を手厚くするためです。）3年7か月から掛金相当額を上回る額になります。

＠ 退職金の受給権者は、従業員です。従業員の死亡による退職の場合は、その遺族が受給権者となります。

基本退職金額表（抜粋）

・

挺

一゚(1月-11月）

3,600 1年 (12月）

24,000 2年 (24月）

36,000 3年 (36月）

48,170 4年 (48月）

60,820 5年 (60月）

73,710 6年 (72月）

86,760 7年 (84月）

99,950 8年 (96月）

113,230 9年(108月）

126,560 10年(120月）

195,000 15年(180月）

266,660 20年(240月）

342,080 25年(300月）

421,310 30年(360月）

504.580 35年(420月）

591,790 40年(480月）

682,630 45年(540月）

基本退職金 付加退職金
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掛金月額と掛金納付月数に応じて法令

で定められている金額で、制度全体とし

て予定運用利回りを1%として設計し定

められた金額です。
＋ 

運用利回りが予定運用利回りを上回っ
た場合、これを基本退職金に上積みする

もので、運用収入の状況等に応じて定め
られる金額です。具体的には、掛金納付

月数の 43か月目とその後 12か月ご
との基本退職金相当額に、厚生労働大臣

が定めるその年度の支給率を乗じて得
た額を、退職時まで累計した総額です。

（注）予定運用利回りは、法令の改正により
変わることがあります。

I 掛金月―額 （単位：円） 1 

一~I竺竺門1 14,000円 i 1 a,000円I22.000円~~.J
0 0 O' 0 0 0 

7,200 18,000 36,000 50,400 64,800 79,200 

48,000 120,000 240,000 336,000 432,000 528,000 

72,000 180,000 360,000 504,000 648,000 792,000 

96,340 240,850 481,700 674,380 867,060 1,059,740 

121,640 304,100 608,200 851,480 1,094,760 1,338,040 

147,420 368,550 737,100 1,031,940 1,326,780 1,621,620 

173,520 433,800 867,600 1,214,640 1,561,680 1,908,720 

199,900 499,750 999,500 1,399,300 1,799,100 2,198,900 

226,460 566,150 1,132,300 1,585,220 2,038,140 2,491,060 

253,120 632,800 1,265,600 1,771,840 2,278,080 2,784,320 

390,000 975,000 1,950,000 2,730,000 3,510,000 4,290,000 

533,320 1,333,300 2,666,600 3,733,240 4,799,880 5,866,520 

684,160 1,710,400 3,420,800 4,789,120 6,157,440 7,525,760 

842,620 2,106,550 4,213,100 5,898,340 7,583,580 9,268,820 10,954,060 12,639,300 

1,009,160 2,522,900 5,045,800 7,064,120 9,082,440 11,100,760 13,119,080 15,137,400 

1,183,580 2,958,950 5,917,900 8,285,060 10,652,220 13,019,380 15,386,540 17,753,700 

1,365,260 3,413,150 6,826,300 9,556,820 12,287,340 15,017,860 17,748,380 20,478,900 

゜

93,600 108,000 

624,000 720,000 

936,000 1,080,000 

1,252,420 1,445,100 

1,581,320 1,824,600 

1,916,460 2,211,300 

2,255,760 2,602,800 

2,598,700 2,998,500 

2,943,980 3,396,900 

3,290,560 3,796,800 

5,070,000 5,850,000 

6,933,160 7,999,800 

8,894,080 10,262,400 

（注1)本表は基本退職金のみで、付加退職金を含んでおりません。 （注2)本表は平成14年11月1日から適用。なお、基本退職金額表は法令の改正により変わることがあリます
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03-5955-8220 FAX 
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まずは資料を ， 

｀ 
ご請求ください I 

.. ..,j 

希望する資料番号に0を付けてください-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

よくわかる あらまし 厚生年金基金のちらし
1 . 中退共制度＜詳細賑＞

同居の親族についてのちらし
2. (同目の覇僚を置用する貴業所の加入について） 3. (憐徹存籟厚生年金星金からの資産移換について）
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次の項目についてご記入ください
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

担当部署・担当者名

電話番号

FAX番号

便
号

住所

（企業の
所在地）

亨 叶：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：_
名称
または

氏名

市郡
区

口DDOD□D
都道

府県

郵番

資本金の額または
円業種

出資の総額

常時雇用する
人 パート従業員数 人

従業員数

※ご記入いただきました個人情報は中退共本部の加入促進活動に必要な範囲内で利用させていただきます。

中退共本部では個人情報を適切な安全対策のもとに管理し、漏えいなどの防止に努めます。また、お客様の同意なく第三者に開示・提供はいたしません。

I 制度についてのご相談は中退共本部または下記コーナーヘ 1 

〒170-8055 東京都豊島区東池袋1-24-1

TEL 03-6907 -1234 FAX 03-5955-8211 

独立行政法人勤労者退職金共済機構

中小企業退職金共済事業本部

~ 
中退共大阪コーナー
〒550-0011 大阪市西区阿波座1-7-13

（商工中金阿波座ビル7F)

TEL 06-6536-1 851 FAX 06-6536-1850 

中退共名古屋コーナー
〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31

（千種第3ビル2F)

TEL 052-856-8151 FAX 052-856-8155 

い暉峠l中退共本部 9:00-17:15、コーナー 9:00-17:00(どちらも土日祝日は除く）

t邸叫l中退共本部 9:00-17:00、コーナー 9:00-16: 30 ( 11 ) 

i:;::i;~~ 言::~~昇乳雰は？。こ」ここここ:!:I屠

! 
動画での詳しい解説もどうぞ

譴翡饗You四

ホームページをご覧ください

［中退共

2016.03 


